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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調節可能な回転数を有する空気力学的ロータを有する発電機を有し、電力網に接続され
る風力発電装置の制御方法において、
・前記風力発電装置は、支配的風条件に関し最適な運転点において最適回転数で運転され
ること、
・前記風力発電装置は、運転の切り替えに際し、非最適運転点において非最適回転数で運
転されること、該非最適回転数は前記最適回転数よりも大きいこと、
・部分負荷運転においては、最適回転数を有する夫々の最適運転点の調節のために第１運
転特性曲線が設定されかつ前記風力発電装置を前記非最適回転数で制御するために第２運
転特性曲線が使用され、該非最適回転数は該第２運転特性曲線によって調節されること、
・前記第２運転特性曲線に基づいて、前記最適運転点における対応する最適回転数の場合
と同じ出力で、より大きな回転数に調節されること
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　全負荷運転から前記部分負荷運転に移行の際に風速が低下する場合、当初は、出力が低
下され、他方、回転数は一定に維持されること
　を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記風力発電装置は、調節可能なロータブレード角を有する１又は複数のロータブレー
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ドを有し、前記非最適運転点のロータブレード角はその都度前記最適運転点のロータブレ
ード角に対して変更されること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記運転の切り替えは通知信号の受信によって作動され、前記最適運転点における運転
から前記非最適運転点における運転に切り替えられること
　を特徴とする請求項１～３の何れかに記載の方法。
【請求項５】
　前記通知信号は、電力網管理者によって伝達される外部の通知信号であること
　を特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記風力発電装置が前記非最適運転点において運転される場合、該風力発電装置から運
動エネルギが取り出され、この運動エネルギは、該風力発電装置が前記支配的風条件に基
づいて実際の風から取り出すことが可能なよりも、短時間、より多くの有効電力を電力網
に給電するために使用されること
　を特徴とする請求項１～３の何れかに記載の方法。
【請求項７】
　前記風力発電装置の回転数は、電力網への前記より多くの有効電力の給電のための前記
運動エネルギの取出によって、前記非最適回転数から少なくとも前記最適回転数に低下さ
れること
　を特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記非最適回転数は前記最適回転数よりも凡そ毎分０．５～１．５回転より大きいこと
　を特徴とする請求項１～３の何れかに記載の方法。
【請求項９】
　調節可能な回転数を有する空気力学的ロータを有する発電機及び制御システムを有する
風力発電装置において、
　前記制御システムは、請求項１～８の何れかに記載の方法による前記風力発電装置の運
転に適合されていること
　を特徴とする風力発電装置。
【請求項１０】
　前記空気力学的ロータと前記発電機の間はダイレクトドライブ方式で構成されているこ
と
　を特徴とする請求項９に記載の風力発電装置。
【請求項１１】
　前記風力発電装置はＦＡＣＴＳ機能を有するよう構成され、及び／又は前記発電機の生
成電気エネルギを整流し、電力網の周波数、電圧及び位相に適合する状態で該電力網に給
電するために交流に変換するための１又は複数の交流変換器を有すること
　を特徴とする請求項９又は１０に記載の風力発電装置。
【請求項１２】
　請求項９～１１の何れかに記載の少なくとも２つの風力発電装置と、少なくとも２つの
ないし前記２つの風力発電装置の電気的出力を給電するための少なくとも１つの共通の給
電点を含むウインドパーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力発電装置の制御方法及び対応する風力発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電装置は一般的に既知であり、風から運動エネルギを取り出し、電気エネルギに
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変換し、これを電力網に給電するために使用される。その際、風力発電装置には、今日で
は、該風力発電装置が給電を行う電力網を保護するという課題もある。
【０００３】
　例えば、２０００年のドイツ特許出願DE 100 22 974 A1（出願公開日２００１年１１月
２２日）には、周波数依存の出力調整が記載されている。これによれば、電力網周波数が
上昇すると、風力発電装置が電力網に給電する出力は該電力網周波数が所定の閾値を上回
ると直ちに低減される。
【０００４】
　これによって、エネルギの供給過剰が生じる電力網状況が顧慮されるが、これは、大型
発電所の挙動に応じて、上記公開公報DE 100 22 974 A1に記載された発明が取り扱う周波
数上昇に至る。
【０００５】
　エネルギの供給不足ないし電力網における需要増大が生じた場合、周波数低下が生じ得
るが、これは理想的には給電される出力の増大をもって応答され得るであろう。しかしな
がら、給電されるべき出力の増大は１つの風力発電装置によって実現することは困難であ
る。なぜなら、該（１つの）風力発電装置は風から取り出し可能な最大の出力を既に最適
な態様で給電しているからである。それにも拘らず少なくとも短時間の出力増大を可能に
するために、例えばドイツ特許出願DE 10 2009 014 012 A1に応じて、ロータ－発電機シ
ステムの慣性モーメントに蓄積された回転エネルギを利用して短時間の出力増大を実行す
ることが提案されている。しかしながら、そのような方法は、ロータ－発電機システムに
蓄積されている回転エネルギに依存せざるを得ない。
【０００６】
　これの代わりに一般的に以下の刊行物が更なる技術水準として指摘される：DE 103 41 
504 A1、WO 2011/000531 A2及びWO 2005/025026 A1。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】DE 100 22 974 A1
【特許文献２】DE 10 2009 014 012 A1
【特許文献３】DE 103 41 504 A1
【特許文献４】WO 2011/000531 A2
【特許文献５】WO 2005/025026 A1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　それゆえ、本発明の課題は、上述の問題の少なくとも１つを解消又は改善することであ
る。とりわけ、電力網保護の改善された可能性を提案する解決策を提案する。少なくとも
、代替的な解決策を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明により、請求項１の方法が提案される。
（形態１）上記の課題を解決するために、本発明の第１の視点により、調節可能な回転数
を有する空気力学的ロータを有する発電機を有し、電力網に接続される風力発電装置の制
御方法が提供される。この方法において、
・前記風力発電装置は、支配的風条件に関し最適な運転点において最適回転数で運転され
ること、
・前記風力発電装置は、運転の切り替えに際し、非最適運転点において非最適回転数で運
転されること、該非最適回転数は前記最適回転数よりも大きいこと、
・部分負荷運転においては、最適回転数を有する夫々の最適運転点の調節のために第１運
転特性曲線が設定されかつ前記風力発電装置を前記非最適回転数で制御するために第２運
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転特性曲線が使用され、該非最適回転数は該第２運転特性曲線によって調節されること、
・前記第２運転特性曲線に基づいて、前記最適運転点における対応する最適回転数の場合
と同じ出力で、より大きな回転数に調節されることを特徴とする。
（形態２）上記の方法において、全負荷運転から前記部分負荷運転に移行の際に風速が低
下する場合、当初は、出力が低下され、他方、回転数は一定に維持されることが好ましい
。
（形態３）上記の方法において、前記風力発電装置は、調節可能なロータブレード角を有
する１又は複数のロータブレードを有し、前記非最適運転点のロータブレード角はその都
度前記最適運転点のロータブレード角に対して変更されることが好ましい。
（形態４）上記の方法において、前記運転の切り替えは通知信号の受信によって作動され
、前記最適運転点における運転から前記非最適運転点における運転に切り替えられること
が好ましい。
（形態５）上記の方法において、前記通知信号は、電力網管理者によって伝達される外部
の通知信号であることが好ましい。
（形態６）上記の方法において、前記風力発電装置が前記非最適運転点において運転され
る場合、該風力発電装置から運動エネルギが取り出され、この運動エネルギは、該風力発
電装置が前記支配的風条件に基づいて実際の風から取り出すことが可能なよりも、短時間
、より多くの有効電力を電力網に給電するために使用されることが好ましい。
（形態７）上記の方法において、前記風力発電装置の回転数は、電力網への前記より多く
の有効電力の給電のための前記運動エネルギの取出によって、前記非最適回転数から少な
くとも前記最適回転数に低下されることが好ましい。
（形態８）上記の方法において、前記非最適回転数は前記最適回転数よりも凡そ毎分０．
５～１．５回転より大きいことが好ましい。
（形態９）調節可能な回転数を有する空気力学的ロータを有する発電機及び制御システム
を有する風力発電装置であって、前記制御システムは、上記形態１～８の何れかの方法に
よる前記風力発電装置の運転に適合されていることが好ましい。
（形態１０）上記の風力発電装置において、前記空気力学的ロータと前記発電機の間はダ
イレクトドライブ方式で構成されていることが好ましい。
（形態１１）上記の風力発電装置において、前記風力発電装置はＦＡＣＴＳ機能を有する
よう構成され、及び／又は前記発電機の生成電気エネルギを整流し、電力網の周波数、電
圧及び位相に適合する状態で該電力網に給電するために交流に変換するための１又は複数
の交流変換器を有することが好ましい。
（形態１２）上記形態９～１１の何れかの少なくとも２つの風力発電装置と、少なくとも
２つのないし前記２つの風力発電装置の電気的出力を給電するための少なくとも１つの共
通の給電点を含むウインドパークも好ましい。
　更に、以下の態様も好ましい。
（態様１）調節可能な回転数を有する空気力学的ロータを有する発電機を有し、電力網に
接続される風力発電装置の制御方法が提供される。この方法において、
　前記風力発電装置は、支配的風条件に関し最適な運転点において最適回転数で運転可能
に構成され、
　前記風力発電装置は、移行期間の間又は非最適運転点においては持続的に非最適回転数
で運転され、該非最適回転数は前記最適回転数よりも大きいことが好ましい。
（態様２）上記の方法において、部分負荷運転においては、夫々の最適運転点の調節のた
めに第１運転特性曲線が設定されかつ前記風力発電装置を前記非最適回転数で制御するた
めに第２運転特性曲線が使用され、該非最適回転数は該第２運転特性曲線によって調節さ
れることが好ましい。
（態様３）上記の方法において、全負荷運転から部分負荷運転に移行の際に風速が低下す
る場合、当初は、とりわけ予め設定された風速領域の間は、出力が低下され、他方、回転
数は一定に維持されることが好ましい。
（態様４）上記の方法において、前記風力発電装置は、調節可能なロータブレード角を有
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する１又は複数のロータブレードを有し、前記非最適運転点のロータブレード角はその都
度前記最適運転点のロータブレード角に対して変更されることが好ましい。
（態様５）上記の方法において、とりわけ、通知信号の、とりわけ電力網管理者によって
伝達される外部の通知信号の、受信によって作動されて、前記最適運転点における運転か
ら前記非最適運転点における運転に切り替えられることが好ましい。
（態様６）上記の方法において、前記風力発電装置が前記非最適運転点において運転され
る場合、該風力発電装置から運動エネルギが取り出され、この運動エネルギは、該風力発
電装置が前記支配的風条件に基づいて実際の風から取り出すことが可能なよりも、短時間
、より多くの有効電力を電力網に給電するために使用されることが好ましい。
（態様７）上記の方法において、前記風力発電装置の回転数は、電力網への前記より多く
の有効電力の給電のための前記運動エネルギの取出によって、前記非最適回転数から少な
くとも前記最適回転数に低下されることが好ましい。
（態様８）上記の方法において、前記非最適回転数は前記最適回転数よりも凡そ毎分０．
５～１．５回転、とりわけ凡そ毎分１回転、より大きいことが好ましい。
（態様９）調節可能な回転数を有する空気力学的ロータを有する発電機を有する風力発電
装置が提供される。該風力発電装置は支配的風条件に関し最適な運転点において最適回転
数で運転可能に構成されること、及び
　該風力発電装置は、移行期間の間又は非最適運転点においては持続的に非最適回転数で
運転され、該非最適回転数は前記最適回転数よりも大きいことが好ましい。
（態様１０）上記の風力発電装置において、部分負荷運転においては、夫々の最適運転点
の調節のために第１運転特性曲線が設定されかつ前記風力発電装置を前記非最適回転数で
制御するために第２運転特性曲線が使用され、該非最適回転数は該第２運転特性曲線によ
って調節されることが好ましい。
（態様１１）上記の風力発電装置において、全負荷運転から部分負荷運転に移行の際に風
速が低下する場合、当初は、とりわけ予め設定された風速領域の間は、出力が低下され、
他方、回転数は一定に維持されることが好ましい。
（態様１２）上記の風力発電装置において、前記風力発電装置は、調節可能なロータブレ
ード角を有する１又は複数のロータブレードを有し、前記非最適運転点のロータブレード
角はその都度前記最適運転点のロータブレード角に対して変更されることが好ましい。
（態様１３）上記の風力発電装置において、とりわけ、通知信号の、とりわけ電力網管理
者によって伝達される外部の通知信号の、受信によって作動されて、前記最適運転点にお
ける運転から前記非最適運転点における運転に切り替えられることが好ましい。
（態様１４）上記の風力発電装置において、前記風力発電装置が前記非最適運転点におい
て運転される場合、該風力発電装置から運動エネルギが取り出され、この運動エネルギは
、該風力発電装置が前記支配的風条件に基づいて実際の風から取り出すことが可能なより
も、短時間、より多くの有効電力を電力網に給電するために使用されることが好ましい。
（態様１５）上記の風力発電装置において、前記風力発電装置の回転数は、電力網への前
記より多くの有効電力の給電のための前記運動エネルギの取出によって、前記非最適回転
数から少なくとも前記最適回転数に低下されることが好ましい。
（態様１６）上記の風力発電装置において、前記非最適回転数は前記最適回転数よりも凡
そ毎分０．５～１．５回転、とりわけ凡そ毎分１回転、より大きいことが好ましい。
（態様１７）上記の風力発電装置において、前記空気力学的ロータと前記発電機の間には
伝動機構が設けられていないことが好ましい。
（態様１８）上記の風力発電装置において、前記風力発電装置はＦＡＣＴＳ機能を有する
よう構成され、及び／又は前記発電機の生成電気エネルギを整流し、電力網の周波数、電
圧及び位相に適合する状態で該電力網に給電するために交流に変換するための１又は複数
の交流変換器を有することが好ましい。
（態様１９）上記態様９～１８の何れかの少なくとも２つの風力発電装置と、少なくとも
２つのないし前記２つの風力発電装置の電気的出力を給電するための少なくとも１つの給
電点を含むウインドパークも有利である。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　これに応じ、発電機と、調節可能な回転数を有する空気力学的なロータとを有し、電力
網に接続される風力発電装置の制御方法が提案される。空気力学的ロータは、発電機の構
成要素である電気力学的ロータと区別されるべきものである。発電機、従って風力発電装
置全体は、回転数が調節可能に構成されたタイプのものである。従って、回転数は、同義
的に電気ネットワークとして称されることもある電力網の周波数に固定的に連動ないし連
携されるのではなく、該電力網周波数に依存しないで調節されることが可能である。
【００１１】
　そのような風力発電装置は、その都度の支配的（優勢）風条件に関し、最適な運転点（
動作点）で運転されることが可能であり、かつ、通常はそのように運転される。支配的風
条件は、とりわけ支配的風速に関するが、これについては、以下において簡略化のために
支配的風条件の唯一の特徴として考察する。尤も、現実的には、例えば風の突風性や空気
の密度のような更なる条件が考慮されるべきであろうが、ここでは簡略化のため考慮しな
い。かくして、基本的に、各風速を夫々１つの最適運転点に割り当て可能である。この場
合、最適運転点とは、その際に風力発電装置が可及的に多くのエネルギを風から取り出し
て電力網に給電するようなものとして理解されるべきであるが、この場合、とりわけ運転
点の安定性のような境界条件及びとりわけ風力発電装置の消耗のような装置（機械）的負
荷が同時に考慮される。そのような最適運転点はとりわけ相応の最適回転数及び最適出力
（電力）供給（Leistungsabgabe）によって特徴付けられるが、以下の説明のためにはこ
れで十分である。なお、この場合、出力（電力）供給（Leistungsabgabe）とは電力網に
給電される出力（電力）に関する。この場合、発電機自体が生成する出力（電力）はより
大きい場合がある。なぜなら、当該出力（電力）からは例えば損失が差し引かれ得るから
である。
【００１２】
　最適回転数によるそのような最適運転点は個々の風力発電装置について原理的に個々の
風速に対して存在するにも拘らず、移行期間の間に風力発電装置を非最適運転点で運転す
ること、但し、この非最適運転点における回転数即ち非最適回転数は支配的風速の最適運
転点の最適回転数より大きいことが本発明に応じて提案される。
【００１３】
　より大きい回転数によるそのような運転は、風力発電装置が電力網に追加の有効電力、
即ち、支配的風条件即ちとりわけ風速に基づいて実際に電力網に給電されることが可能で
あろう有効電力を超える追加の有効電力を給電すべきことが予期されるか又はその蓋然性
が高い場合に提案される。この場合、即ちとりわけ移行期間の間、風力発電装置はより大
きい回転数で運転され、それによって、より多くの運動エネルギが空気力学的ロータにも
発電機の電気力学的ロータにも蓄積される。移行期間は、原理的には、例えば、１０－３
０秒間、２－１０分間又は１－５時間、更には１－５日間持続し得る。ここで、非最適運
転点における運転が移行期間の相応の長さに対しどの程度まで正当化（許容）されるかに
ついては、状況に応じてその都度決定されるべきことである。原理的には、風力発電装置
は、回転数が上昇された非最適運転点においても持続的に運転されることは可能である。
しかしながら、そのような運転は、非最適運転点におけるそのような持続的運転が過度（
比例範囲を超える：unverhaeltnismassig）になればなるほど不利に風力発電装置に影響
を及ぼし得る。尤も、そのような運転も技術的には可能であろう。
【００１４】
　電力網に給電される出力（電力）が最適運転点の場合に比べて低減されることなく、風
力発電装置を最適回転数より大きい回転数で運転することは原理的に可能である。それに
も拘らず、この非最適運転点は、回転数の増加は例えば摩耗の増大を伴うため、不利であ
り得る。更に、回転数の増加は、その運転点は最適運転点よりも安定性が小さくなるので
空気力学的に不都合であり得る。このため、このことは、場合によっては、調節（制御）
の手間（ないし必要）の増大、従って回転モーメント又はロータ角の調節のような制御要
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素の投入の増加が必要になることがあり、かくして例えば摩耗も大きくなり得る。
【００１５】
　有利には、伝動機構（ないし変速機）を備えない（ダイレクトドライブ方式の）風力発
電装置が使用される。そのような伝動機構不装備方式の（ダイレクトドライブ方式の）風
力発電装置は発電機のロータの極めて大きな慣性モーメントを有するが、これは運動エネ
ルギを蓄積するために有利に利用することができる。かくして、回転数の増加によって、
より多くの運動エネルギが蓄積可能になる。この場合、そのような回転する部材に蓄積さ
れる運動エネルギは回転数の２乗に比例することが顧慮されるべきである。蓄積されるエ
ネルギが比例する慣性モーメントは、均質なフルシリンダの場合、半径の４乗で増大する
。従って、直径２メートルのフルシリンダは、材料と長さが同じで直径が１メートルのフ
ルシリンダと比べると１６倍の慣性モーメントを有する。このことから明らかなことは、
伝動機構不装備方式の風力発電装置は多くの運動エネルギを蓄積することができかつこの
蓄積された運動エネルギは回転数の増加によって更に過度（過比例：ueberproportional
）に大きくなることができることである。
【００１６】
　本発明の一実施形態により、部分負荷領域においてその都度の最適運転点を調節（決定
）するために、第１の運転特性曲線を風力発電装置に設定（記憶）する（hinterlegt）こ
とが提案される。風力発電装置はこの運転特性曲線を用いてその都度（１つの）最適運転
点を調節（決定）することができる。このために、運転特性曲線は回転数－出力の特性曲
線として設定（記憶）することができる。変換（Umsetzung）は、回転数が測定され、更
に夫々の（対応する）出力が運転特性曲線に従って調節（決定）されるようにして実行す
ることができる。風から例えばより多くの出力を取り出すことができるとき、回転数は更
に増大し、特性曲線に従って対応して新しい出力値が調節される。出力は発電機の回転モ
ーメントを調節（決定）することによって調節（決定）することができる。回転モーメン
トの調節（決定）は風力発電装置のタイプに依存する。例えば直流励磁ロータを有する同
期発電機が使用される場合は、回転モーメントは励磁を調節するための相応の直流を介し
て調節（決定）される。
【００１７】
　そのような最適運転特性曲線は、原理的に、夫々１つの支配的風条件、とりわけ支配的
風速に対し最適である多くの最適運転点を並べた（プロットした）ものである。相応して
、本出願においては、任意のないし特定の最適運転点とは－このことは任意のないし特定
の非最適運転点に対しても合理的に妥当する－その都度の支配的な（優勢な）風条件ない
し風速と理解されるべきである。従って、最適運転点とは個々の条件に対する風力発電装
置についての唯一の絶対的な運転点を意味するのではなく、その都度の実際の風条件に対
する多くの運転点の単なる１つのことである。
【００１８】
　そのような運転特性曲線はとりわけ部分負荷運転について設定（記憶）される。ここで
取り扱う回転数可変の風力発電装置の部分負荷運転では、通常、ロータブレード角は、調
節可能である限り、この部分負荷運転のための風条件即ち風速から独立して一定に維持さ
れる。既述の通り、単に、その都度有効な（妥当な）運転点、即ち出力及び回転数の調節
（決定）が実行されるだけである。部分負荷運転において移行期間の間に増加した回転数
（回転数の増加）を調節（決定）するために、第１の最適運転特性曲線の代わりに、第２
の非最適運転特性曲線を用いることが提案される。そして、この非最適運転特性曲線に基
づいて、より大きな回転数が、有利には対応する最適運転点の場合と同じ出力で、調節（
決定）される。従って、この第２の非最適運転特性曲線は、夫々対応する最適運転点のも
のより大きい回転数を有する多くの非最適運転点を並べた（プロットした）ものである。
従って、増加した回転数をもっての風力発電装置の運転の変換は、相応の第２運転特性曲
線が設定（記憶）されることによって、部分負荷運転においては簡単な態様で実行するこ
とができる。
【００１９】
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　更に、本発明の更なる一実施形態により、風速が低下する場合、全負荷運転から部分負
荷運転に移行する過程において、まず、とりわけ予め設定された風速領域の間、出力が低
下され、他方、回転数は一定に維持される。全負荷運転とは、風速が定格風速の値に到達
し、かつ、風力発電装置が最適な場合に定格出力及び定格回転数で運転されることをいう
。回転数が更に増加すると、ロータブレード角の変更、いわゆるピッチングが実行されて
、ロータの空気力学特性（Aerodynamik）を低下させ、風から取り出すエネルギを少なく
し、以て、回転数の更なる増加に対抗作用（阻止）する。風速が再び低下し、風力発電装
置が全負荷運転から再び部分負荷運転に移行すると、この場合、当初は、出力のみが低下
され、回転数はまだ低下されないか通常の場合と比べて僅かな量だけ低下されることが提
案される。その限りでは、回転数を当初低下させないということは、風速が定格風速を予
め設定された値だけ下回ったときに初めて回転数が低下されることを意味する。その限り
では、回転数を当初低下させないということは、時間的観点からのものと把握されるべき
ではない。
【００２０】
　更に、本発明の一実施形態により、全負荷運転において［回転数を］移行期間の間定格
回転数より大きい回転数で風力発電装置を運転することが提案される。過大に増加した回
転数によるそのような運転は、風力発電装置の寿命を短くする可能性があり、従って、可
及的短時間に留められるべきであろう。従って、移行期間は、可及的短時間に、例えば、
１０分間のみ或いは１分間のみに留められるべきであろう。
【００２１】
　風力発電装置が調節可能なロータブレード角を有する（ロータブレード角が調節可能な
）１又は複数のロータブレードを有し、その都度非最適運転点のロータブレード角が最適
運転点のロータブレード角に対して変化されると好都合である。ロータブレード角が調節
可能な１又は複数のロータブレードを有する風力発電装置の使用は、その限りでは、風力
発電装置のタイプをも説明する。ロータブレード角の調節とは、ロータブレード角のアク
ティブで規定的（deterministisch）な調節として理解されるべきである。換言すれば、
これは、モータ又は他のアクチュエータを介してのロータブレード角の調節に関する。有
利には、風力発電装置は、水平ないし実質的に水平なロータ軸を有する。この水平なロー
タ軸もまた、風力発電装置のタイプ、即ちいわゆる水平軸－風力発電装置として理解され
るべきである。例えば凡そ５°又は１０°のような僅かな角度だけの水平軸に対するロー
タ軸の軽度の傾斜角もそれに該当する。
【００２２】
　最適回転数と比べてより大きい回転数の調節（決定）は、従って、相応のロータブレー
ド角調節を介して又はそれを用いて実行される。かくして、部分負荷運転における非最適
運転特性曲線は、最適運転特性曲線のためのものとは異なるロータブレード角を使用する
ことができる。更に、既知にして設定（記憶：hinterlegt）された最適運転特性曲線から
離れ、部分負荷運転において、非最適運転特性曲線のために、ロータブレード角が一定の
ものとしては前提とされないフィードバック制御（Regelung）が選択されることも可能で
ある。
【００２３】
　有利には、最適運転点における運転から非最適運転点における運転に切り替えられる。
これは、とりわけ、増大された運動エネルギが必要とされ得ることが予期される場合のた
めに提案される。この切り替えは、有利には、通知信号ないし切替信号の受信によって作
動されることができる。そのような通知信号ないし切替信号は、外部の電力網管理者から
伝送されることができる。電力網管理者は、例えば、電力網を保護する必要性が生じたこ
とを観測した場合に、そのような信号を伝送することができる。そのため、例えば、クリ
ティカルな電力網状態に至り得る又はクリティカルな電力網状態を示す特別な状況が幾つ
か知られている。例えば、電力網の伝送ケーブルの分離（切断）は、これは例えば修理目
的又はその他の理由で一時的に実行されるものであるが、電力網をクリティカルな状態に
陥らせ得る。このような場合のために、電力網管理者は、そのような通知信号ないし切替



(9) JP 5799159 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

信号を風力発電装置又は複数の風力発電装置を有するウインドパークに伝送することがで
きる。
【００２４】
　有利には、風力発電装置が非最適運転点で運転されている場合に、該風力発電装置から
運動エネルギが取り出され、該風力発電装置が目下の（実際の）風から支配的風条件に基
づいて取り出すことが可能なものより多くの有効電力を短時間電力網に給電するためにこ
の運動エネルギを使用することが提案される。かくして、増加した回転数で運転されてい
る風力発電装置に蓄積された運動エネルギが電力網の支援のために使用される。
【００２５】
　有利には、このために、この運動エネルギの取り出しが、風力発電装置の回転数が電力
網に追加的な有効電力を給電するための運動エネルギの取り出しによって非最適回転数か
ら少なくとも最適回転数にまで低下されるように実行されることが提案される。有利には
、回転数は、最適回転数より一層大きく低下される。かくして、まず第一に、蓄積された
追加の運動エネルギによって、追加の有効電力を電力網にその支援のために給電すること
ができ、それとともにその際の（実際の）風から得られるより多く（のエネルギ）を取り
出すことができる。
【００２６】
　有利には、非最適回転数は最適回転数より凡そ、０．５～１．５回転／分だけより大き
い。更に有利には、非最適回転数は最適回転数より凡そ１回転／分だけより大きい。かく
して、風力発電装置を過度に不都合な運転点で運転することなく、とりわけ過大な摩耗を
引き起こすことなく及び風力発電装置の安定性に関し過大なリスクを伴うことなく、有意
な回転数増加、従って同時に運動エネルギの有意な増加を提案することができる。
【００２７】
　本発明は、それゆえ、風力発電装置の制御方法（Verfahren zum Steuern）に関する。
これに関し、かかる制御方法は、一般的に制御（Steuerung）、即ちフィードバックを有
することができ、それによってフィードバック制御（Regelung：閉ループ制御）を形成す
る制御、又は、フィードバックなしで実行可能である制御として理解されるべきである。
換言すれば、フィードバック制御（Regelung）とは、フィードバックを伴う制御（Steuer
ung）であり、従って、（フィードバックを有するループの中に）所定の制御（Steuerung
）を包含する。制御（Steuerung）という概念は、一般化された概念として使用される。
【００２８】
　更に、本発明により、発電機と、回転数が調節可能な空気力学的ないしエアロダイナミ
ックな（aerodynamisch）ロータとを有し、本発明の方法によって運転される風力発電装
置が提案される。有利には、この場合、伝動機構を備えない風力発電装置が使用される。
【００２９】
　本発明の一実施形態により、風力発電装置がＦＡＣＴＳ機能を有することが提案される
。名称ＦＡＣＴＳは“Flexible-AC-Transmission-System（フレキシブル交流送電システ
ム）”の略語であり、ドイツ語の用法として当業者に一般的に使用されている。これは、
電気エネルギ技術においては、電流供給網において電力の流れに対し目標を定めた影響を
及ぼすために使用される制御システムとして理解される。とりわけ、そのようなシステム
は、目標を定めた有効電力及び/又は無効電力の給電をすることができる。更に、そのよ
うな給電は、電力網における測定に依存して実行され、それによって、例えば周波数変化
に直接的に応答することができる。かくして、有利な態様で電力網支援のために投入可能
な風力発電装置が提案される。移行期間の間に増加回転数を利用する方策（可能性）によ
って、増大されたエネルギを運動エネルギの形態で電力網の支援のために用立て（利用可
能に）する方策（可能性）が得られる。これによって、そのような電力網を支援するシス
テムは、追加の有効電力を（電力網の）支援のために用立てし、必要に応じ電力網に給電
することができる。
【００３０】
　有利には、風力発電装置は、発電機の生成電気エネルギを直流にし、電力網に給電する
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ために再び交流に変換し、それによって電力網の周波数、電圧及び位相への適合化を行う
少なくとも１つの変換器（ないしインバータ：Wechselrichter）を有する。１又は複数の
そのような変換器を有し、損失を無視すれば、生成電気エネルギがすべて該１又は複数の
変換器を介して案内される風力発電装置は、いわゆるフルインバータシステム（Vollumri
chter-System）として称されることもある。
【００３１】
　更に、本発明により、本発明の制御方法を有する少なくとも２つの風力発電装置を含む
ウインドパークが提案される。その限りにおいて、ウインドパークは、連結された複数の
風力発電装置、とりわけ電気ネットワークに電気エネルギを給電するための１つの共通の
給電点又は複数の共通の給電点を有する複数の風力発電装置の集合である。本発明の方法
について及び本発明の風力発電装置について説明した利点は、このウインドパークによっ
て統合され、かくして、有意に（著しく）大きな備蓄電力を用立てる（利用可能にする）
ことができる。
【００３２】
　以下に、本発明の種々の実施例を添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】水平軸型風力発電装置の一例。
【図２】２つの、回転数－出力特性曲線を有するグラフの例。
【図３】３つの、風速依存グラフの例。
【実施例】
【００３４】
　図１は、基本的に従来技術から既知の水平軸型風力発電装置の一例を示す。図１に示し
たこの水平軸型風力発電装置は、本発明により、所定の方法、即ち本発明の運転管理（制
御）方法が実行可能に構成されている。
【００３５】
　図２は、２つの運転特性曲線、即ち２つの回転数―出力特性曲線の例を模式的に示す。
このグラフでは、最適運転特性曲線１は実線で描かれており、非最適運転特性曲線２は破
線で描かれている。２つの運転特性曲線１及び２は、実際の推移とは異なり得る模式的な
推移を示しているにすぎない。とりわけ、実際の推移は、単純化された線形グラフとは異
なり得る。このグラフは、本質的に、最適運転特性曲線１と非最適運転特性曲線２の間の
関係を具体的に説明すべきものである。その他、このことは、同様に実際の推移に対して
大きく単純化されていることがあり得る図３のグラフについても妥当する。
【００３６】
　非最適運転特性曲線２は最適運転特性曲線１と比べると、同じ出力Ｐに対し夫々より大
きい回転数ｎを有することを、図２のグラフから見出すことができる。従って、夫々の最
適回転数に対する回転数の増加は、最適運転特性曲線１の代わりに非最適運転特性曲線２
を使用することによって達成することができる。
【００３７】
　２つの運転特性曲線１及び２は、風力発電装置が定格回転数ｎＮ及び定格出力ＰＮで運
転される定格点４において交わる。この定格点ないし定格運転点４での運転は定格風速の
到達後に行うことができる。風力発電装置の過負荷を回避するために、出力Ｐも回転数Ｎ
もそれを超えて大きくされるべきではないであろう。尤も、回転数ｎを大きくすることは
、少なくとも短時間であれば、状況に応じて可能であり得る。この様子は、点線で図示さ
れた選択的特性曲線部分６によって模式的に示されている。
【００３８】
　図３は、風力発電装置の運転管理（制御）の例を説明するための３つのグラフを示す。
３つのグラフはすべて、風速ＶＷに依存するそれぞれ１つの運転パラメータ、即ち、グラ
フＡについては供給出力（abgegebene Leistung）Ｐ、グラフＢについては風力発電装置
即ち空気力学的ロータの回転数ｎ及びグラフＣについてはロータブレード角αを示す。グ
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ラフはすべて、風速がプロットされている同じ横軸に基づいて作成されている。
【００３９】
　グラフＡは風速ＶＷに依存する出力Ｐの特徴的な推移を示す。投入開始風速（Einschal
twindgeschwindigkeit）ＶＷｅｉｎのときに、出力（電力）生産が開始される。出力Ｐは
、定格風速ＶＷＮの際の定格出力ＰＮまで増大する。この領域は部分負荷領域とも称され
る。定格風速ＶＷＮから最大風速ＶＷｍａｘまでは、供給出力Ｐは一定にとどまり、風力
発電装置は定格出力ＰＮを供給する。最大風速ＶＷｍａｘ以降は、出力Ｐは、風力発電装
置の保護のために、風速ＶＷが更に増大すると低下される。回転数が本発明に応じて増加
する際に、出力は、少なくとも１つの実施態様に応じて理想的には不変にとどまり、その
限りにおいて、グラフＡは、最適運転点の使用に対しても非最適運転点の使用に対しても
妥当する（適用可能な）出力Ｐの１つの特性曲線のみを示している。尤も、一実施態様に
応じ、その都度の最適運転点の出力が対応する非最適運転点の出力と異なること、とりわ
け幾分より大きいことはあり得る。
【００４０】
　グラフＢは、実線で描かれた最適回転数特性曲線３１の一例としての回転数ｎの推移と
、破線で描かれた非最適回転数特性曲線３２の一例の推移を模式的に示す。２つの回転数
特性曲線３１及び３２はグラフＡの出力特性曲線Ｐに対応するが、本発明の思想をよりよ
く説明するために、グラフが模式的でありかつ理想化されていることは、この関係におい
ても同様に当て嵌まる。
【００４１】
　図３のグラフＢによれば、非最適回転数特性曲線３２に応じた回転数は、定格風速ＶＷ

Ｎに到達するまで、即ち部分負荷領域において、最適回転数特性曲線３１に応じた回転数
を超えている（より高い値で推移している）。定格風速ＶＷＮへの到達の際、風力発電装
置はその運転点に到達し、従って、回転数ｎは、最適回転数特性曲線３１に従っても、破
線で描かれた非最適回転数特性曲線３２に従っても定格回転数ｎＮに到達する。代替的に
（その代わりに）、回転数ｎを定格回転数ｎＮを超えて更に増加させることも可能である
が、これについては、点線で描かれた代替的特性曲線分枝部分３４によって概略的に示さ
れている。この場合、少なくとも所定の期間の間、相応の大きな回転数による風力発電装
置の過負荷は受容される。
【００４２】
　その他、最適運転と非最適運転の回転数ｎは、全負荷領域ないし全負荷運転において、
即ち（定格）風速ＶＷＮから最大風速ＶＷｍａｘまでの間においては一致する、即ち、定
格回転数ｎＮを有する。これら（の回転数ｎ）は、いわゆる暴風領域（Sturmbereich）に
ついても即ち最大風速ＶＷｍａｘより大きい風速についても同一である（一致する）。
【００４３】
　原理的に示されたグラフＡに応じた出力推移及びグラフＢに応じた回転数推移は、グラ
フＣに応じたロータブレード角αの推移に基づくことも可能である。グラフＣも具体化さ
れた推移を模式的に示す。最適ロータブレード角特性曲線４１はグラフＣでは実線で描か
れている。これは、部分負荷領域ないし部分負荷運転において、即ち定格風速ＶＷＮまで
は水平に推移する、即ちロータブレード角は不変に維持される。全負荷領域ないし全負荷
運転においては、即ち定格風速ＶＷＮ以降においては、風からの保護のためにロータブレ
ードを回転するために、ロータブレード角は増大される。最大風速ＶＷｍａｘへの到達以
降は、風力発電装置を一層保護するために、ロータブレード角の更なる、とりわけより大
きい調整が実行される。全負荷運転のために、ロータブレード角の増大（Anstieg）とい
う用語の代わりに、ロータブレード角の減少（Abfall）という用語を用いることもあるが
、これは異なる効果を記述するものではなく、単に命名法が相違するに過ぎない。全負荷
運転におけるロータブレード角の調整は、一般的にはピッチングと称されるが、当業者に
は原則的に既知である。
【００４４】
　非最適ロータブレード角特性曲線４２は破線で描かれており、部分負荷領域において、
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同じ領域における最適ロータブレード角特性曲線４１より幾分より小さいロータブレード
角を示す。このより小さいロータブレード角は、当初は、「（より）不都合」と見なされ
得る。この場合、より小さい回転モーメント即ち対抗モーメント（Gegenmoment）に基づ
いてより大きい回転数が達成可能になる。相応に対抗モーメントも表すより小さい発電機
モーメント（Generatormoment）によって、より大きい回転数が、グラフＢに示されてい
るように、生成され得るが、これはまたもや流入角（Anstroemwinkel）の変化を引き起こ
し得る。即ち、流入角は、風速ＶＷだけではなくロータの速度にも依存し、これら２つの
速度からベクトル的に合成される。その他の点では、出力Ｐ、回転数ｎ及び回転モーメン
トＭの間には以下の式に従った一般的に既知の関係が指摘される：

Ｐ＝２πｎＭ

【００４５】
　定格風速ＶＷＮに到達すると、非最適ロータブレード（角）特性曲線４２によるロータ
ブレード角は最適ロータブレード角特性曲線４１によるロータブレード角に一致する。定
格風速ＶＷＮの領域において定格回転数より大きい回転数が使用されるべき場合、ロータ
ブレード角は、定格風速ＶＷＮに到達したとき、当初は、増大されない、即ち、ピッチン
グされないが、これについては、点線で描かれた代替的特性曲線分枝４４によって明確に
示されている。この場合は、上述したように、風力発電装置の過負荷は少なくとも所定の
期間の間受容される。
【００４６】
　かくして、本発明により、移行期間の間に、所定のエネルギ備蓄を運動エネルギとして
利用可能にするために風力発電装置を少なくとも僅かに増加された回転数で運転すること
が提案される。

【図１】 【図２】
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